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男鹿市告示第７５号  

 

サテライトオフィス設置等事業費補助金交付要綱を次のように定める。  

 

令和７年４月１日  

男鹿市長  菅  原  広  二    

 

 

サテライトオフィス設置等事業費補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この告示は、企業等が取り組む多様な働き方を促進し、県外から本市への人流の創出によ

る地域経済の発展を図るため、企業等が情報通信技術を活用してテレワークを行うサテライトオ

フィスを新たに市内に整備する経費等に対して予算の範囲内で交付するサテライトオフィス設

置等事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、男鹿市補助金等交付規則（平成１

７年男鹿市規則第４０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。  

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

 ⑴  企業等  会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定する会社をいう。  

 ⑵  本社等所在地  企業等の登記事項証明書に記載されている住所をいう。  

 ⑶  テレワーク  情報通信技術を活用し、時間や場所を有効に活用できる働き方をいう。  

 ⑷  サテライトオフィス  企業等の従業者が、テレワークを行うための通信設備等を備えた事務  

  所をいう。  

 ⑸  常勤従業員  労働契約の期間の定めがなく、企業等に直接雇用されている者であって、雇用  

  保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者であるものをいう。  
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 ⑹  関連企業等  次に掲げるものをいう。  

ア  親会社等（会社法第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。）  

イ  子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。）又は親会社等の子会社  

 等  

ウ  関連会社（会社計算規則（平成１８年法務省令第１３号）第２条第３項第２１号に規定す  

 る関連会社をいう。）  

エ  アからウまでに掲げるもののほか、これらに類するものと市長が認めるもの  

（補助対象者）  

 第３条  補助対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。  

⑴  次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日において、市の区域内に事業所を  

 有しないもの  

 ア  次条第１号に規定するサテライトオフィス設置事業  補助金の交付を申請する日  

 イ  次条第２号に規定するサテライトオフィス運営事業  初年度における補助金の交付を申  

  請する日  

⑵  本社等所在地が男鹿市外の企業等であって、市の区域内に新規にサテライトオフィスを設置  

 するもの  

⑶  サテライトオフィスを設置するために、企業等の関連企業に該当する者以外のものからサ  

 テライトオフィスとして使用する物件を購入又は賃借するもの  

⑷  サテライトオフィス設置後、当該サテライトオフィスにおける業務を１年以上（サテライト  

 オフィス運営事業に係る補助金の申請をする場合において、当該事業の実施が本市の課題解決  

 につながると市長が認めるものについては、３月以上）継続することが見込まれるもの  

⑸  サテライトオフィスにおいて、常勤従業員が１人以上勤務している又は勤務する見込みであ  

 るもの  

⑹  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て（同  

 法附則第２条に規定する申立てを含む。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２  
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 １条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないもの  

⑺  本市の他の類似する補助金の交付を受けていないもの  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象者としない。  

 ⑴  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に  

  規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のあるも  

  の  

 ⑵  前号に該当するものからサテライトオフィスを購入又は賃借するもの  

 ⑶  その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの  

 ⑷  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に定める  

  営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い又は行おうとするもの  

 ⑸  その他市長が不適当と認めるもの  

（補助対象事業）  

第４条  補助対象事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。  

⑴   サテライトオフィス設置事業  補助対象者がサテライトオフィスを設置するために、サテラ

イトオフィスとして使用する物件の購入、新築又は改修する事業  

⑵   サテライトオフィス運営事業  補助対象者がサテライトオフィスを管理し、従業員がサテラ

イトオフィスにおいて業務を行う事業  

（補助対象経費及び補助金額）  

第５条  補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるところによる。  

 （補助金の交付申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、サテライトオフィス

設置等事業費補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならな

い。  

２  交付申請は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める期日までに行わなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。  
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⑴   サテライトオフィス設置事業  サテライトオフィスの改装等に着手する日  

⑵   サテライトオフィス運営事業（初年度の申請を行う場合） サテライトオフィスにおける業

務を開始する日  

⑶   サテライトオフィス運営事業（２年度目以降の申請を行う場合） 申請年度の最初の賃借料

の支払い期日又は当該年度の４月３０日のいずれか早い日  

 （補助金の交付決定及び通知）  

第７条  市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと

認めたときは、サテライトオフィス設置等事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、

当該申請者に通知するものとする。  

２  市長は、前項の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件

を付すことができる。  

３  市長は、審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、サテラ

イトオフィス設置等事業費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により当該申請者に通知する

ものとする。  

 （補助事業の変更等）  

第８条  補助金の交付の決定を受けたもの（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業の内

容の変更又は事業の中止をしようとするときは、あらかじめサテライトオフィス設置等事業費補

助金変更（中止）承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

 （変更等の決定及び通知）  

第９条  市長は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の内

容の変更等の可否を決定し、サテライトオフィス設置等事業費補助金変更（中止）承認通知書（様

式第５号）により、補助事業者に通知するものとする。  

 （実績報告）  

第１０条  補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業完了後３０日以内又は補助金

の交付決定のあった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、サテライトオフィス
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設置等事業費補助金実績報告書（様式第６号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならな

い。  

 （補助金の額の確定）  

第１１条  市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査し、交付決定の内容

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、サテライト

オフィス設置等事業費補助金確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求）  

第１２条  前条の規定による通知書を受けた補助事業者は、速やかにサテライトオフィス設置等事

業費補助金交付請求書（様式第８号）を提出し、補助金の交付を受けるものとする。  

２  市長は、前項の規定による補助金交付請求書が提出されたときは、当該提出のあった日から起

算して３０日以内に、補助事業者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。  

 （補助金の交付決定取消し及び返還）  

第１３条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取

り消すこととし、その内容をサテライトオフィス設置等事業費補助金交付決定取消し通知書（様

式第９号）により補助事業者に通知するものとする。既に補助金が交付されている時は、サテラ

イトオフィス設置等事業費補助金返還命令書（様式第１０号）により交付した補助金を返還させ

るものとする。  

⑴  補助金を他の目的に使用したとき。  

⑵  提出書類の記載事項に虚偽があるとき。  

⑶  前２号に掲げるもののほか、この告示の規定又は交付の条件に違反したとき。  

２  前項の規定による返還命令を受けた者は、命令を受けた日から起算して６０日以内に補助金の  

 全部又は一部を返還しなければならない。  

 （補則）  

第１４条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  
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 この告示は、令和７年４月１日から施行する。  
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別表（第５条関係）  

事業区分  補助対象経費  補助金額  

サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス

設置事業  

サテライトオフィスとして使用

する物件の購入、新築及び改修、

物品の購入等に係る経費  

補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に

千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた

額）とし、１５０万円を上限とする。ただし、同一企

業等への補助金の交付は、１回限りとする。  

サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス

運営事業  

サテライトオフィスの賃借料

（サテライトオフィスの賃借に

係る敷金及び礼金を除く。）  

月額４万円を上限とする。この場合において、サテ

ライトオフィスを設置した翌月から最大１２箇月ま

でとし、運営した月数分を交付する。  

 


